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企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（最終改正平成 21 年 3 月 27 日）からの改正点 
企業会計基準第 17 号「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（最終改正平成 21 年 3 月 27 日）を次のように改正する（改正部分

に下線を付している。）。 
改正後 改正前 

企業会計基準第 17 号 
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 
 

昭和 63 年 5 月 26 日 
企業会計審議会第一部会 

改正平成 20 年 3 月 21 日 
改正平成 21 年 3 月 27 日 

最終改正平成 22 年 6 月 30 日 
企業会計基準委員会 

企業会計基準第 17 号 
「セグメント情報等の開示に関する会計基準」 
 

昭和 63 年 5 月 26 日 
企業会計審議会第一部会 

改正平成 20 年 3 月 21 日 
最終改正平成 21 年 3 月 27 日 

 
企業会計基準委員会 

会計基準 
セグメント情報の開示 
報告セグメントの決定 
量的基準 
16． ある事業セグメントの量的な重要性の変化によって、報告セ
グメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合
には、その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグ
メントの区分により作り直した情報を開示しなければならな
い。ただし、前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメン
トの区分により作り直した情報を開示することが実務上困難な
場合（本会計基準では、必要な情報の入手が困難な場合や、当
該情報を作成するために過度の負担を要する場合には、実務上
困難なものとする。以下同じ。）には、セグメント情報に与える
影響を開示することができる。 

 
 

会計基準 
セグメント情報の開示 
報告セグメントの決定 
量的基準 
16． ある事業セグメントの量的な重要性の変化によって、報告セ
グメントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合
には、その旨及びセグメント情報に与える影響を開示しなけれ
ばならない。 
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改正後 改正前 
セグメント情報の開示項目と測定方法 
組織変更等によるセグメントの区分方法の変更 
27． 企業の組織構造の変更等、企業の管理手法が変更されたため
に、報告セグメントの区分方法を変更する場合には、その旨及
び前年度のセグメント情報を当年度の区分方法により作り直し
た情報を開示するものとする。ただし、前年度のセグメント情
報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示することが
実務上困難な場合には、当年度のセグメント情報を前年度の区
分方法により作成した情報を開示することができる。 

セグメント情報の開示項目と測定方法 
組織変更等によるセグメントの区分方法の変更 
27． 企業の組織構造の変更等、企業の管理手法が変更されたため
に、報告セグメントの区分方法を変更する場合には、その旨及
び前年度のセグメント情報を当年度の区分方法により作り直し
た情報を開示するものとする。ただし、前年度のセグメント情
報を当年度の区分方法により作り直した情報を開示することが
実務上困難な場合（本会計基準では、必要な情報の入手が困難
であって、当該情報を作成するために過度の負担を要する場合
には、実務上困難なものとする。以下同じ。）には、当年度の
セグメント情報を前年度の区分方法により作成した情報を開示
することができる。 

 

適用時期等 
39．（削 除） 
 
 
 
（平成 22 年改正会計基準） 
39-2．平成 22 年改正の本会計基準（以下「平成 22 年改正会計基準」

という。）の適用時期は、企業会計基準第 24 号「会計上の変更
及び誤謬の訂正に関する会計基準」（以下「企業会計基準第 24
号」という。）と同様とする。 

 

議 決 
40-3．平成 22 年改正会計基準は、第 204 回企業会計基準委員会に出
席した委員 9 名全員の賛成により承認された。なお、出席した
委員は、以下のとおりである。 
（以下 略） 

適用時期等 
39． 本会計基準の適用にあたり、日本公認会計士協会 会計制度委
員会報告第 1 号「セグメント情報の開示に関する会計手法」等
については、改廃を検討することが適当である。 

 
 
（新 設） 
 
 
 
 
（新 設） 
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改正後 改正前 

結論の背景 
検討の経緯 
44-3．平成 22 年改正会計基準は、平成 21 年 12 月に公表された企
業会計基準第 24 号を踏まえ、所要の改正を行ったものである。 

 

結論の背景 
検討の経緯 
（新 設） 

セグメント情報の開示 
報告セグメントの決定 
集約基準及び量的基準 
76． 事業セグメントの量的な重要性が変化した結果、報告セグメ
ントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合に
は、前年度のセグメント情報との比較可能性を確保するため、
その旨及び前年度のセグメント情報を当年度の報告セグメント
の区分により作り直したものと比較して開示することとした。
ただし、後者を開示することが実務上困難な場合には、セグメ
ント情報に与える影響を開示することができる。この影響の開
示には、当年度のセグメント情報を前年度の区分方法により作
成した情報を開示することが含まれると考えられる（第 16 項参
照）。 

 

セグメント情報の開示 
報告セグメントの決定 
集約基準及び量的基準 
76． 事業セグメントの量的な重要性が変化した結果、報告セグメ
ントとして開示する事業セグメントの範囲を変更する場合に
は、その旨及びセグメント情報に与える影響を開示するものと
した（第 16 項参照）。この場合、前年度のセグメント情報を、
当年度の報告セグメントの区分により作り直したものと比較し
て開示することも考えられる。 

会計上の変更又は過去の誤謬の訂正を行った場合 
97-2．企業会計基準第 24 号に従い、会計上の変更又は過去の誤謬の
訂正を行う場合、財務諸表を作成するために採用した会計処理
に基づく数値によるセグメント情報等に影響を与える。したが
って、財務諸表の遡及処理（「遡及処理」とは、遡及適用、財務
諸表の組替え又は修正再表示により、過去の財務諸表を遡及的
に処理することをいう。）を行う場合は、前年度のセグメント情
報等について、遡及処理の影響を反映した情報を開示すること
に留意が必要である。 

 
（新 設） 

以 上 


